
 

 

第 2 回太良町議会（定例会第２回） 
 

 

 

 

令和７年６月６日～6 月１３日 

 

 

 

 

議 案 



１ 

令和７年第２回太良町議会（定例会第２回） 

会期（案） 

会  期    ８日間（６月６日～６月１３日）            

日 次 月 日 曜 種 別 開会時刻 摘    要 

第 １ 日 ６. ６ 金 本 会 議 ９時３０分 

開会・会議録署名議員の指名 

会期の決定・諸般の報告 

議案一括上程 

町長の提案理由の説明 

委員長報告 

第 ２ 日 ６. ７ 土 休   会 －  

第 ３ 日 ６. ８ 日 休   会 －  

第 ４ 日 ６. ９ 月 （ 議 案 調 査 ） 

第 ５ 日 ６.１０ 火 本 会 議 ９時３０分 一 般 質 問 

第 ６ 日 ６.１１ 水 本 会 議 ９時３０分 一 般 質 問 

第 ７ 日 ６.１２ 木 （ 議 案 調 査 ） 

第 ８ 日 ６.１３ 金 本 会 議 ９時３０分 議案審議・討論・採決・閉会 

 



２ 

令和７年第２回太良町議会（定例会第２回） 

議事日程第１号 

 

          第１日目   ６月６日（金）    午前９時３０分開議 

日 程 件             名 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告について 

日程第 ４ 議員派遣の件について 

日程第 ５ 

 

 

 

 

 

議案一括上程 

 

 町長提案  報告第 １号  

議案第３１号 ～ 議案第４４号 

 

 町長の提案理由の説明 

日程第 ６ 

 

 

 

 

委員長報告 

 

総務常任委員会（所管事務調査） 

 

経済建設常任委員会（所管事務調査） 

 



２ – ２ 

令和７年第２回太良町議会（定例会第２回） 

議事日程第２号 

 

          第２日目   ６月１０日（火）    午前９時３０分開議 

日 程 件             名 

日程第 １ 一 般 質 問 （ ４ 名 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ – ３ 

令和７年第２回太良町議会（定例会第２回） 

議事日程第３号 

 

          第３日目   ６月１１日（水）    午前９時３０分開議 

日 程 件             名 

日程第 １ 一 般 質 問 （ ２ 名 ） 

 

 



２ – ４ 

令和７年第２回太良町議会（定例会第２回） 

議事日程第４号 

 

         第４日目   ６月１３日（金）    午前９時３０分開議 

日 程 件             名 

日程第 １ 議案第３１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

日程第 ２ 報告第 １号 令和６年度太良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ３ 議案第３２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

日程第 ４ 議案第３３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

日程第 ５ 議案第３４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

日程第 ６ 議案第３５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

日程第 ７ 

 

議案第３６号 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の 

制定について 

日程第 ８ 議案第３７号 太良町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３８号 太良町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 

 

議案第３９号 長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間77ｋ344ｍ付近津ノ浦橋補修工事の 

施行に関する協定の締結について 

日程第１１ 議案第４０号 令和７年度太良町一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１２ 議案第４１号 令和７年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１３ 議案第４２号 令和７年度太良町漁業集落排水事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第４３号 令和７年度太良町簡易水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第４４号 令和７年度太良町水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 閉会中の付託事件について 

 



２ – ５ 

追 加 日 程 
 

日 程 件             名 

追加日程第 １ 

 

 

 

 

議案上程 

 

町長提案  議案第４５号～議案第４６号 

 

 町長の提案理由の説明 

追加日程第 ２ 

 

議案第４５号 太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

追加日程第 ３ 議案第４６号 令和７年度太良町一般会計補正予算（第３号）について 

 



３ 
 

提 出 議 案 目 録 
 

議案第３１号 専決処分事項の承認を求めることについて 

報告第 １号 令和６年度太良町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

議案第３２号 専決処分事項の承認を求めることについて 

議案第３３号 専決処分事項の承認を求めることについて 

議案第３４号 専決処分事項の承認を求めることについて 

議案第３５号 専決処分事項の承認を求めることについて 

議案第３６号 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制 

定について 

議案第３７号 太良町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３８号 太良町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第３９号 長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間 77ｋ344ｍ付近津ノ浦橋補修工事の 

施行に関する協定の締結について 

議案第４０号 令和７年度太良町一般会計補正予算（第２号）について 

議案第４１号 令和７年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

議案第４２号 令和７年度太良町漁業集落排水事業会計補正予算（第１号）について 

議案第４３号 令和７年度太良町簡易水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第４４号 令和７年度太良町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

   上記のとおり 

                          令和 ７年 ６月 ６日 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 



 

３－２ 
 

 
追 加 提 出 議 案 目 録 

 

議案第４５号 太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

議案第４６号 令和７年度太良町一般会計補正予算（第３号）について 

 

   上記のとおり 

                          令和 ７年 ６月１３日 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 



 

４ 

議 員 派 遣 の 件  

 

令和 ７ 年 ６ 月 ６ 日    

 

本議会は、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１２３条の規定により、次のとおり

議員を派遣するものとする。 

 

１ 全議員視察研修 

（１） 目 的   西部広域環境組合を構成する町の議会として、ごみ処理状況や施設運営 

           状況を学ぶため 

（２） 派遣場所   さが西部クリーンセンター 

（３） 期 間   令和７年６月２３日 

（４） 派遣議員   全議員 

 

２ 令和７年度 佐賀県町村議会議員ハラスメント研修会 

（１） 目 的   町村議会議員の資質向上のため 

（２） 派遣場所   マリターレ創世佐賀 

（３） 期 間   令和７年７月２２日 

（４） 派遣議員   全議員 

 

３ 令和７年度 佐賀県町村議会議員研修会 

（１） 目 的   地方自治の振興と住民福祉の増進に寄与するため 

（２） 派遣場所   マリターレ創世佐賀 

（３） 期 間   令和７年８月２０日 

（４） 派遣議員   全議員 

 



 

５ 

議案第３１号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求める。 

 

令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

専 決 処 分 書 

 

令和６年度太良町一般会計補正予算（第１０号）を地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

 

 

 

 



－ 1 － 

別紙 

 

令和６年度太良町一般会計補正予算（第１０号） 
 

令和６年度太良町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 

 （繰越明許費の補正） 

第１条  繰越明許費の追加は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 

 



第１表　繰越明許費補正

　追　加 （単位：千円）

款 項 事　　　　業　　　　名 金　　　　額

3. 民生費 1. 社会福祉費
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業
（低所得世帯支援枠・５次分） 17,001

3. 民生費 2. 児童福祉費
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業
（こども加算２次分） 2,069

19,070合　　　　　　　計

－ 2 －



 

６ 

報告第１号 

 

 

令和６年度太良町一般会計繰越明許費繰越計算書の 

報告について 

 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、

別紙のとおり報告する。 

 

令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 



別紙

（単位：円）

国県支出金 地方債 その他

3. 民生費 1. 社会福祉費
電力･ガス･食料品等価格高騰重点支援事業
(低所得世帯支援枠･５次分)

38,760,000 17,001,000 16,782,000 219,000

3. 民生費 2. 児童福祉費
電力･ガス･食料品等価格高騰重点支援事業
(こども加算２次分)

3,988,000 2,069,000 1,800,000 269,000

7. 商工費 1. 商工費
物価高騰対応重点支援事業
(地域共通商品券給付事業)

51,207,000 50,282,000 8,500,000 41,607,000 175,000

8. 土木費 2. 道路橋梁費 橋梁調査設計委託料 2,508,000 2,508,000 1,553,000 955,000

8. 土木費 2. 道路橋梁費 橋梁維持補修事業 182,000,000 85,755,000 46,712,000 36,300,000 2,743,000

8. 土木費 2. 道路橋梁費 橋梁補修事業負担金 16,420,000 10,744,000 4,400,000 4,100,000 2,244,000

294,883,000 168,359,000 8,500,000 112,854,000 40,400,000 6,605,000合　　　　　計

令和６年度　太良町一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 金　額
翌年度
繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

事　業　名
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議案第３２号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告

し、議会の承認を求める。 

 

 

令和７年６月６日提出 

 

                      太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 太良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

令和７年３月１９日 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 
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別紙 

太良町条例第１５号 

 

太良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

令和７年３月１９日 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

太良町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年太良町条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１を次のように改める。 

 

別表第1(第4条関係) 

行政職給料表 

職務の級 1級 

号給 給料月級 

 円

1 183,900

2 185,000

3 186,100

4 187,100

5 188,100

6 189,900

7 191,600

8 193,300

9 194,900

10 196,600

11 198,200

12 199,800
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13 201,400

14 203,100

15 204,800

16 206,500

17 207,800

18 209,500

19 211,100

20 212,600

21 214,100

22 215,800

23 217,500

24 219,100

25 220,700

26 222,400

27 223,800

28 225,200

29 226,500

30 227,800

31 229,000

32 230,200

33 231,400

34 232,500

35 233,600

36 234,700

37 235,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用

する。ただし、第29条に規定する会計年度任用職員を除く。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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議案第３３号 

 
 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 
 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求める。 

 
  令和７年６月６日提出 

 
太良町長 永 淵 孝 幸    

 
 

専 決 処 分 書 

 
 太良町税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、別紙のとおり専決処分する。 

 
  令和７年３月３１日 

 
太良町長 永 淵 孝 幸    
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別紙 
                         太良町条例第１６号 

 
太良町税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 
令和７年３月３１日 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 
太良町税条例の一部を改正する条例 

 
太良町税条例（昭和 30 年太良町条例第 14 号）の一部を次のように改正す

る。 

 
第 18 条中「公示送達は、」の次に「公示事項(同条第 2 項に規定する公示事

項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和 29 年総理府

令第 23 号。以下「施行規則」という。)第 1 条の 8 第 1 項に規定する方法に

より不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、

公示事項が記載された書面を」を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公

示事項を町の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとることによってする」に改める。 
 第 18 条の 3 中「地方税法施行規則(昭和 29 年総理府令第 23 号。以下「施

行規則」という。)」を「施行規則」に改める。 
 第 34 条の 2 中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除

額」に改める。 
 第 36 条の 2 第 1 項ただし書中「若しくは法第 314 条の 2 第 4 項」を「、

法第 314 条の 2 第 4 項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特

別控除額(特定親族(同条第 1 項第 12 号に規定する特定親族をいう。第 36 条

の 3 の 2 第 1 項第 3 号及び第 36 条の 3 の 3 第 1 項において同じ。)(前年の

合計所得金額が 85 万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加

え、同条第 9 項中「第 2 条第 15 項」を「第 2 条第 16 項」に改める。 
 第 36 条の 3 の 2 第 1 項第 3 号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を

加える。 
 第 36 条の 3 の 3 第 1 項中「者に限る。)」の次に「若しくは特定親族(退職

手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が 85 万円以下であるも

のに限る。)」を加え、「支払い」を「支払」に改め、同項第 3 号中「扶養親族」

の次に「又は特定親族」を加える。 
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 第 63 条の 2 第 1 項第 1 号中「同条第 15 項」を「同条第 16 項」に改める。 
 第 82 条第 1 号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を「(ウ
に掲げるものを除く。)又は」に改め、同号エを同号オとし、同号ウ中「又は」

を「(ウに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ウを同号エとし、同号イの

次に次のように加える。 
ウ 二輪のもので、総排気量が 0.125 リットル以下かつ最高出力が 4.0 
キロワット以下のもの 年額 2,000 円 

 第 89 条第 2 項第 2 号中「第 2 条第 15 項」を「第 2 条第 16 項」に改め、

同項第 5 号中「定格出力」の次に「(第 82 条第 1 号ウに掲げる原動機付自転

車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力)」を加える。 
 第 90 条第 2 項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を提

示」を「又はこれらの者の特定免許情報(同法第 95 条の 2 第 2 項に規定する

特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番

号カード(同法第 95 条の 2 第 4 項に規定する免許情報記録個人番号カードを

いう。次項において同じ。)を提示」に改め、同項第 5 号中「の番号、交付年

月日及び」を「又は道路交通法第 95 条の 2 第 2 項第 1 号に規定する免許情

報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番号、運転免許の年

月日、運転免許証又は免許情報記録の」に改め、同条第 5 項中「前 3 項」を

「前 4 項」に改め、同項を同条第 6 項とし、同条中第 4 項を第 5 項とし、第

3 項を第 4 項とし、第 2 項の次に次の 1 項を加える。 
3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当

該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するため

に必要な措置を受けなければならない。 
 第 139 条の 3 第 2 項第 1 号中「第 2 条第 15 項」を「第 2 条第 16 項」に改

める。 
 第 149 条第 1 号中「同条第 15 項」を「同条第 16 項」に改める。 
 附則第 10 条の 2 第 13 項中「附則第 15 条第 37 項」を「附則第 15 条第 36
項」に改め、同条第 14 項中「附則第 15 条第 38 項」を「附則第 15 条第 37
項」に改め、同条第 15 項中「附則第 15 条第 41 項」を「附則第 15 条第 40
項」に改め、同条第 16 項中「附則第 15 条第 42 項」を「附則第 15 条第 41
項」に改める。 
 附則第 10 条の 3 第 15 項を同条第 16 項とし、同条第 14 項を同条第 15 項

とし、同条第 13 項の次に次の 1 項を加える。 
14 町長は、法附則第 15 条の 9 の 3 第 1 項に規定する特定マンションに係

る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった場合に

おいても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成 12 年法律
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第 149 号)第 5 条の 2 第 1 項に規定する管理組合の管理者等から法附則第

15 条の 9 の 3 第 2 項に規定する期間内に施行規則附則第 7 条第 17 項各号

に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第 15 条の

9 の 3 第 1 項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定

にかかわらず、同条第 1 項の規定を適用することができる。 
 附則第 10 条の 4 及び第 10 条の 5 を削る。 
 附則第 10 条の 6 第 1 項中「附則第 16 条の 4 第 1 項」を「附則第 16 条の

2 第 1 項」に、「附則第 16 条の 4 第 6 項」を「附則第 16 条の 2 第 6 項」に

改め、同項第 1 号中「附則第 12 条の 6 第 1 項第 3 号」を「附則第 12 条の 4
第 1 項第 3 号」に改め、同条第 2 項中「附則第 16 条の 4 第 1 項」を「附則

第 16 条の 2 第 1 項」に、「令和 5 年度分及び令和 6 年度分」を「令和 7 年度

分及び令和 8 年度分」に改め、同条第 3 項中「附則第 16 条の 4 第 4 項」を

「附則第 16 条の 2 第 4 項」に改め、同項第 3 号及び第 5 号中「則第 16 条の

4 第 3 項」を「附則第 16 条の 2 第 3 項」に改め、同条第 4 項中「附則第 16
条の 4 第 9 項」を「附則第 16 条の 2 第 9 項」に改め、同条を附則第 10 条の

4 とする。 
 附則第 16 条の 2 の次に次の 1 条を加える。 

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例) 
第 16 条の 2 の 2 令和 8 年 4 月 1 日以後に第 92 条の 2 第 1 項の売渡し又は

同条第 2 項の売渡し若しくは消費等(次項において「売渡し等」という。)が
行われた加熱式たばこ(第 92 条第 1 号オに掲げる加熱式たばこをいい、第

93 条の 2 の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条に

おいて同じ。)に係る第 94 条第 1 項の製造たばこの本数は、同条第 3 項の

規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める方法により換算した紙巻たばこ(第 92 条第 1 号アに掲げる紙巻たばこ

をいう。以下この項及び次項において同じ。)の本数によるものとする。 
(1) 葉たばこ(たばこ事業法第 2 条第 2 号に規定する葉たばこをいう。)を
原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻

いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行

規則附則第 8 条の 4 の 2 に規定するところにより直接加熱することによ

って喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィル

ターその他の施行規則附則第 8 条の 4 の 3 に規定するものに係る部分の

重量を除く。以下この項から第 3 項までにおいて同じ。)の 0.35 グラムを

もって紙巻たばこの 1 本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの

1 本当たりの重量が 0.35 グラム未満である場合にあっては、当該加熱式

たばこの 1 本をもって紙巻たばこの 1 本に換算する方法 
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(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の

0.2 グラムをもって紙巻たばこの 1 本に換算する方法。ただし、当該加熱

式たばこの品目ごとの 1 個当たりの重量が 4 グラム未満である場合にあ

っては、当該加熱式たばこの品目ごとの 1 個をもって紙巻たばこの 20 本

に換算する方法 
2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第 1 号ただし書の規定の適用

を受けるもの及び同項第 2 号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のも

のの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が

行われた加熱式たばこの品目ごとの 1 個当たりの重量に当該加熱式たばこ

の品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 
3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの 1 個当たりの重量に

0.1 グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 
4 第 1 項第 2 号に掲げる加熱式たばこ(第 93 条の 2 の規定により製造たば

ことみなされるものに限る。)のうち、次に掲げるものについては、同号た

だし書の規定は、適用しない。 
(1) 第 1 項第 1 号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 
(2) 第 1 項第 2 号に掲げる加熱式たばこ(第 93 条の 2 の規定により製造た

ばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たば

こ(同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であって当該

加熱式たばこのみの品目のもの 

 
附 則 

(施行期日) 
第 1 条 この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
(1) 第 34 条の 2、第 36 条の 2 第 1 項ただし書、第 36 条の 3 の 2 第 1 項

第 3 号及び第 36 条の 3 の 3 第 1 項の改正規定並びに附則第 3 条の規定 

令和 8 年 1 月 1 日 
(2) 附則第 16 条の 2 の次に 1 条を加える改正規定及び附則第 6 条の規定 

令和 8 年 4 月 1 日 
(3) 第 18 条及び第 18 条の 3 の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の

一部を改正する法律（令和 5 年法律第 1 号）附則第 1 条第 12 号に掲げる

規定の施行の日 
(公示送達に関する経過措置) 

第 2 条 この条例による改正後の太良町税条例（以下「新条例」という。）第
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18 条の規定は、前条第 3 号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達に

ついて適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 
(町民税に関する経過措置) 

第 3 条 新条例第 34 条の 2 及び第 36 条の 2 第 1 項ただし書の規定は、令和

8 年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和 7 年度分までの

個人の町民税については、なお従前の例による。 
2 令和 8 年度分の個人の町民税に係る申告書の提出に係る新条例第 36 条の

2 第 1 項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額

（特定親族（同条第 1 項第 12 号に規定する特定親族をいう。第 36 条の 3
の 2 第 1 項第 3 号及び第 36 条の 3 の 3 第 1 項において同じ。）（前年の合

計所得金額が 85 万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」とあ

るのは、「特定親族特別控除額」とする。 
3 新条例第 36 条の 3 の 2 第 1 項の規定は、附則第 1 条第 1 号に掲げる規定

の施行の日（以下「1 号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例

第 36 条の 2 第 1 項ただし書に規定する給与について提出する新条例第 36
条の 3 の 2 第 1 項及び第 3 項の規定による申告書について適用し、1 号施

行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の太良町税条例（以下「旧

条例」という。）第 36 条の 2 第 1 項ただし書に規定する給与について提出

した旧条例第 36 条の 3 の 2 第 1 項及び第 3 項の規定による申告書につい

ては、なお従前の例による。 
4 新条例第 36 条の 3 の 3 第 1 項の規定は、1 号施行日以後に支払を受ける

べき所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）第 203 条の 6 第 1 項に規定する公

的年金等（同法第 203 条の 7 の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第 36 条の 3
の 3 第 1 項の規定による申告書について適用し、1 号施行日前に支払を受

けるべき公的年金等について提出した旧条例第 36 条の 3 の 3 第 1 項の規

定による申告書については、なお従前の例による。 
(固定資産税に関する経過措置) 

第 4 条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和 7 年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、令和 6 年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 
(軽自動車税に関する経過措置） 

第 5 条 新条例第 82 条（第 1 号に係る部分に限る。）の規定は、令和 7 年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和 6 年度分までの

軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
(町たばこ税に関する経過措置) 



 

16 
 

第 6 条 次項に定めるものを除き、附則第 1 条第 2 号に掲げる規定の施行の

日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第 16 条の

2 の 2 第 1 項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る

町たばこ税については、なお従前の例による。 
2 令和 8 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日までの間に、太良町税条例第 92 条

の 2 第 1 項の売渡し又は同条第 2 項の売渡し若しくは消費等が行われた加

熱式たばこに係る同条例第 94 条第 1 項の製造たばこの本数は、同条第 3 項

及び新条例附則第 16 条の 2 の 2 の規定にかかわらず、次に掲げる製造た

ばこの本数の合計数によるものとする。 
(1) 太良町税条例第 94 条第 3 項の規定により換算した紙巻たばこ（新条

例附則第 16 条の 2 の 2 第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号におい

て同じ。）の本数に 0.5 を乗じて計算した製造たばこの本数 
(2) 新条例附則第 16 条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数

に 0.5 を乗じて計算した製造たばこの本数 
3 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 
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議案第３４号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求める。 

 

令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 太良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 令和７年３月３１日 

 

                      

太良町長 永 淵 孝 幸 
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別紙 

        太良町条例第１７号 

 

太良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和 7年３月３１日 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

太良町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

太良町国民健康保険税条例（昭和３４年太良町条例第９５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第3条第2項ただし書中「650,000円」を「660,000円」に改め、同条第3項ただ

し書中「240,000円」を「260,000円」に改める。 

 

第25条第1項中「650,000円」を「660,000円」に、「240,000円」を「260,000

円」に改め、同項第2号中「295,000円」を「305,000円」に改め、同項第3号中

「545,000円」を「560,000円」に改める。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和7年4月1日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の太良町国民健康保険税条例の規定は、令和7年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和6年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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議案第３５号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

議会の承認を求める。 

 

令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

専 決 処 分 書 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第１号）を地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和７年４月１日 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

 

 

 

 



－ 1 － 

別紙 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第１号） 
 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，４２４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 

歳入歳出それぞれ８，９２１，４２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 



第１表   歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 14. 国庫支出金 １，１０２，９１６ １１，５２９ １，１１４，４４５

  2. 国庫補助金 ５８７，８９７ １１，５２９ ５９９，４２６

 18. 繰入金 １，８４５，０９８ △５ １，８４５，０９３

  2. 基金繰入金 １，８４５，０９６ △５ １，８４５，０９１

 21. 町債 ４４６，４００ １，９００ ４４８，３００

  1. 町債 ４４６，４００ １，９００ ４４８，３００

歳               入               合               計 ８，９０８，０００ １３，４２４ ８，９２１，４２４

－ 2 －



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  3. 民生費 ２，２４８，１４５ １３，４２４ ２，２６１，５６９

  2. 児童福祉費 １，０６０，２８０ １３，４２４ １，０７３，７０４

歳               出               合               計 ８，９０８，０００ １３，４２４ ８，９２１，４２４

－ 3 －



（単位：千円）

総　　額 年　　度 年 割 額 総　　額 年　　度 年 割 額

令和６年度 3,690 令和６年度 3,690

令和７年度 365,483 令和７年度 378,907

第２表　継続費補正

　変　更

款 項 事　　業　　名
補　　　　正　　　　後

3. 民生費 2. 児童福祉費
就学前教育・保育施設整備
交付金事業

369,173 382,597

補　　　　正　　　　前

－ 4 －



（単位：千円）

限度額 起債の方法 限度額 起債の方法

過疎対策事業 402,500 証書借入 　年5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合には、そ
の債権者と協定するもの
による。ただし、町財政
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは低
利に借換えすることがで
きる。

404,400 証書借入 　年5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金及び地方公
共団体金融機構資金
について、利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）

　政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合には、そ
の債権者と協定するもの
による。ただし、町財政
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは低
利に借換えすることがで
きる。

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後
起 債 の 目 的

第３表　地方債補正

　変　更

利　　　率 償 還 の 方 法 利　　　率 償 還 の 方 法

－ 5 －



歳入歳出補正予算事項別明細書

１　　総 　括

 （歳　入） (単位：千円)

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 備　　　　　　考

 14. 国庫支出金 １，１０２，９１６ １１，５２９ １，１１４，４４５

 18. 繰入金 １，８４５，０９８ △５ １，８４５，０９３

 21. 町債 ４４６，４００ １，９００ ４４８，３００

   歳    入    合    計 ８，９０８，０００ １３，４２４ ８，９２１，４２４

－ 6 －



 （歳　出） (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  3. 民生費 2,248,145 13,424 2,261,569 11,529 1,900  △5 

 歳     出     合     計 8,908,000 13,424 8,921,424 11,529 1,900  △5 

一 般 財 源

－ 7 －



２　　歳　入

（款）  14. 国庫支出金  （項）   2. 国庫補助金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  2. 民生費国庫補助金 271,125 11,529 282,654   2. 児童福祉費補助金 11,529 就学前教育・保育施設整備交付金（5.5/10）            

　 　　計 587,897 11,529 599,426

（款）  18. 繰入金  （項）   2. 基金繰入金

  1. 財政調整基金繰入金 449,232 △5 449,227   1. 財政調整基金繰入 △5 財政調整基金繰入金                                  

金

　 　　計 1,845,096 △5 1,845,091

（款）  21. 町債  （項）   1. 町債

  8. 過疎対策事業債 402,500 1,900 404,400   1. 過疎対策事業債 1,900 過疎対策事業債                                      

　 　　計 446,400 1,900 448,300

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

－ 8 －



３　　歳　出

（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 児童福祉総 515,046 13,424 528,470 11,529 1,900 △5  18. 負担金補 13,424 就学前教育・保育施設整備交付金事業費補助

務費 助及び交 金                                      

付金

　 計 1,060,280 13,424 1,073,704 11,529 1,900 △5

節

一般財源

－ 9 －



（単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他

3. 民生費 2.

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項 事 業 名

全　　　　　　　体　　　　　　　計　　　　　　　画
前 々 年 度
末 ま で の
支 出 額

前 年 度 末
までの支出
（見込）額

当 該 年 度
支出予定額

当 該 年 度
末 ま で の
支出予定額

翌年度以降
支出予定額

0

継 続 費 の
総 額 に 対
する進捗率年度 区分 年 割 額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源 一　　般
財　　源

令和
6

補
正
前

3,690 2,514 1,000 1.0%児童福
祉費

就学前教育・
保育施設整備
交付金事業

補
正
後

3,690 2,514 1,000 0 176

176 3,690 3,690

3,690 3,690 1.0%

99.0%

補
正
後

378,907 260,499 118,400 0 8

0 13 365,483 365,483

99.0%

計

補
正
前

369,173 251,484 117,500 0

令和
7

補
正
前

365,483 248,970 116,500

365,483 369,173

378,907 378,907

382,597 100.0%

100.0%

補
正
後

382,597 263,013 119,400 0 184 3,690 378,907

189 3,690

－ 10 －



（単位：千円）

補　正　前 4,409,591 4,152,129 440,300 515,337 4,077,092

1. 普　　通　　債 補　　　正 0 0 1,900 0 1,900

補　正　後 4,409,591 4,152,129 442,200 515,337 4,078,992

補　正　前 3,312,603 3,149,979 402,500 377,082 3,175,397

(9) そ の 他 補　　　正 0 0 1,900 0 1,900

補　正　後 3,312,603 3,149,979 404,400 377,082 3,177,297

補　正　前 1,758,550 1,762,594 402,500 211,028 1,954,066

うち過疎対策事業債 補　　　正 1,900 1,900

補　正　後 1,758,550 1,762,594 404,400 211,028 1,955,966

補　正　前 4,479,036 4,211,924 446,400 525,118 4,133,206

補　　　正 0 0 1,900 0 1,900

補　正　後 4,479,036 4,211,924 448,300 525,118 4,135,106

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

合　　　　計

前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現在高見込額

当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末
現在高見込額

区　　　　分

－ 11 －
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議案第３６号 

 

 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の 

制定について 

 

 

太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

（提案理由） 

 

佐賀県人事委員会報告に基づき、職員の仕事と生活の両立支援の拡充のために 

所要の改正を行いたいので、この案を提出する。 
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別紙 

 
太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

 
（太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例） 

 
第１条 太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年太良町条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

第8条の3第2項中「3歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改

める。 

 

第23条の次に次の1条を加える。 

(子育て部分休暇) 

第23条の2 職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員を除く。)が小学校(第1学年に限る。)に就学している子を養育す

るため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場

合は、当該職員の請求により、子育て部分休暇を与えることができる。 

2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められ

る時間とする。 

3 子育て部分休暇については、職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわら

ず、その勤務しない1時間につき職員の給与に関する条例第15条に規定する勤務

1時間当たりの給与額を減額する。 

 

第24条第5号中「看護」の次に「等」を加え、「を行うことをいう。」を「、疾

病の予防を図るために必要なものとして規則で定める子の世話若しくは学校保健

安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる

ものとして規則で定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若

しくは保育に係る行事のうち規則で定めるものへの参加をすることをいう。」に改

める。 

 

第26条の2の次に次の2条を加える。 
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(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等) 

第26条の2の2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資す

る制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)

その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次

条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その

他の措置を講じなければならない。 

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日か

ら翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければ

ならない。 

(勤務環境の整備に関する措置) 

第26条の2の3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよう

にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

（太良町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例） 
第２条 太良町職員の育児休業等に関する条例（平成４年太良町条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

第19条第2項中「育児時間」の次に「を与えられ、勤務時間条例第23条の2の規定

により子育て部分休暇を与えられ、」を加え、「同条例」を「勤務時間条例」に改

め、「当該育児時間」の次に「、子育て部分休暇の時間」を加え、「当該」を削る。 

 

   附 則 

 この条例は公布の日から施行する。 
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議案第３７号 

 

 

太良町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   

 

太良町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定したいので、

議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月６日提出 

 

 

                         太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

（提案理由） 

太良町課設置条例の一部を改正する条例の施行に伴い、太良町振興計画審議会設置条例

の事務分掌が企画商工課から企画政策課に変更となったため、この案を提出する。 

 

 

記 

 

 

太良町振興計画審議会設置条例の一部を改正する条例（案） 

 

 

太良町振興計画審議会設置条例（平成２年太良町条例第２１号）の一部を次のように 

改正する。 

 

 

第９条第１項中「企画商工課」を「企画政策課」に改め、同条第３項中「企画商工課長」

を「企画政策課長」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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議案第３８号 

 
太良町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の 
制定について 

 
 
太良町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定し

たいので、議会の議決を求める。 

 
令和７年６月６日提出 

 
太良町長 永 淵 孝 幸    

 
 
（提案理由） 
太良町課設置条例の一部を改正する条例の施行に伴い、新たに子育て支援課

を設置したことから、この案を提出する。 

 
 

記 

 
 

太良町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例（案） 

 
太良町子ども・子育て会議条例(平成２５年太良町条例第２６号)の一部を次の

ように改正する。 

 
第７条中「町民福祉課」を「子育て支援課」に改める。 

 
附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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議案第３９号 

 

 

長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間 77k344m 付近津ノ浦橋補修工事 

の施行に関する協定の締結について 

 

長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間 77k344m 付近津ノ浦橋補修工事の施行に関

する協定を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年太良町条例第１５号）第２条の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和７年６月６日提出 

 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

記 

 

１ 協定 の目 的  長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間 77k344m 付近津ノ浦橋 

          補修工事 

 

２ 協 定 金 額  金１０８,７６８,０００円 

 

３ 協定 の方 法  随意契約 

 

４ 協定の相手方  住所 佐賀県鹿島市大字高津原４２９５番地６ 

          氏名 一般社団法人佐賀・長崎鉄道管理センター 

             代表理事    渡 邊 大 祐 

 

住所 福岡市博多区博多駅前３丁目２５番２１号 

          氏名 九州旅客鉄道株式会社 

             代表取締役社長 古 宮 洋 二 

 

（提案理由） 

 長崎本線肥前大浦～土井崎（信）間 77k344m 付近津ノ浦橋補修工事の施行に関

する協定を締結するにあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例の規定により、この案を提出する。 



 

議案第４０号 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５７，９０４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 

歳入歳出それぞれ８，９７９，３２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和７年６月６日提出 

太良町長 永 淵 孝 幸 
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第１表   歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 14. 国庫支出金 １，１１４，４４５ ２，６８１ １，１１７，１２６

  2. 国庫補助金 ５９９，４２６ ２，６８１ ６０２，１０７

 15. 県支出金 ４９８，７７６ ３，９８２ ５０２，７５８

  2. 県補助金 ２１２，８５９ ３，８０２ ２１６，６６１

  3. 委託金 ２７，９８７ １８０ ２８，１６７

 18. 繰入金 １，８４５，０９３ ２０，７９３ １，８６５，８８６

  2. 基金繰入金 １，８４５，０９１ ２０，７９３ １，８６５，８８４

 20. 諸収入 １５０，４５６ １２，４４８ １６２，９０４

  5. 雑入 ９９，８３０ １２，４４８ １１２，２７８

 21. 町債 ４４８，３００ １８，０００ ４６６，３００

  1. 町債 ４４８，３００ １８，０００ ４６６，３００

歳               入               合               計 ８，９２１，４２４ ５７，９０４ ８，９７９，３２８

－ 2 －　　　



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  1. 議会費 ８８，００３ △９２ ８７，９１１

  1. 議会費 ８８，００３ △９２ ８７，９１１

  2. 総務費 ２，６９３，４９０ ３５，８９６ ２，７２９，３８６

  1. 総務管理費 ２，５０６，０２８ ３３，６６２ ２，５３９，６９０

  2. 徴税費 １０４，８２３ ９１６ １０５，７３９

  3. 戸籍住民基本台帳費 ６３，８８８ １，１１８ ６５，００６

  4. 選挙費 １２，４９７ ２００ １２，６９７

  3. 民生費 ２，２６１，５６９ １８，１００ ２，２７９，６６９

  1. 社会福祉費 １，１８７，８６３ ２，２１１ １，１９０，０７４

  2. 児童福祉費 １，０７３，７０４ １５，８８９ １，０８９，５９３

  4. 衛生費 ８６７，９１５ △７，９３４ ８５９，９８１

  1. 保健衛生費 ５４５，５８６ △７，９３７ ５３７，６４９

  2. 清掃費 ３２２，３２９ ３ ３２２，３３２
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(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  6. 農林水産業費 ６６５，５１２ △４，０４３ ６６１，４６９

  1. 農業費 ４１５，２７９ △６，０６９ ４０９，２１０

  2. 林業費 １７５，７６６ △２，４１３ １７３，３５３

  3. 水産業費 ７４，４６７ ４，４３９ ７８，９０６

  7. 商工費 ２２０，７７１ △３，６５４ ２１７，１１７

  1. 商工費 ２２０，７７１ △３，６５４ ２１７，１１７

  8. 土木費 ５７８，１１０ △４，３３２ ５７３，７７８

  1. 土木管理費 ４３，８７８ △６２４ ４３，２５４

  2. 道路橋梁費 ４７９，３４７ △３，７０８ ４７５，６３９

  9. 消防費 ２４２，３８６ ３，１１８ ２４５，５０４

  1. 消防費 ２４２，３８６ ３，１１８ ２４５，５０４
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(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 10. 教育費 ７１４，９２２ ２０，８４５ ７３５，７６７

  1. 教育総務費 １０２，３５５ △８８ １０２，２６７

  2. 小学校費 １４６，３８６ △４１７ １４５，９６９

  3. 中学校費 １２８，１６１ ４，５２９ １３２，６９０

  4. 社会教育費 １６２，４１０ △１４，８３９ １４７，５７１

  5. 保健体育費 １７５，６１０ ３１，６６０ ２０７，２７０

歳               出               合               計 ８，９２１，４２４ ５７，９０４ ８，９７９，３２８
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法

体育施設整備事業（脱炭素化推進事業） 18,000 証書借入 　年5.0％以内
（ただし、利率見直し方式で借り入れる
政府資金及び地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを行った後にお
いては、当該見直し後の利率）

　政府資金については、その融資条件に
より、銀行その他の場合には、その債権
者と協定するものによる。ただし、町財
政の都合により、据置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。

起 債 の 目 的

第２表　地方債補正

追　加

利　　　率 償 還 の 方 法
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歳入歳出補正予算事項別明細書

１　　総 　括

 （歳　入） (単位：千円)

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 備　　　　　　考

 14. 国庫支出金 １，１１４，４４５ ２，６８１ １，１１７，１２６

 15. 県支出金 ４９８，７７６ ３，９８２ ５０２，７５８

 18. 繰入金 １，８４５，０９３ ２０，７９３ １，８６５，８８６

 20. 諸収入 １５０，４５６ １２，４４８ １６２，９０４

 21. 町債 ４４８，３００ １８，０００ ４６６，３００

   歳    入    合    計 ８，９２１，４２４ ５７，９０４ ８，９７９，３２８

－ 7 －　　　



 （歳　出） (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 議会費 88,003 △92 87,911    △92 

  2. 総務費 2,693,490 35,896 2,729,386 5,902  5,300 24,694 

  3. 民生費 2,261,569 18,100 2,279,669 2,777  2,748 12,575 

  4. 衛生費 867,915 △7,934 859,981    △7,934 

  6. 農林水産業費 665,512 △4,043 661,469 △2,568  1,000 △2,475 

  7. 商工費 220,771 △3,654 217,117 1,000   △4,654 

  8. 土木費 578,110 △4,332 573,778    △4,332 

一 般 財 源
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(単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  9. 消防費 242,386 3,118 245,504    3,118 

 10. 教育費 714,922 20,845 735,767 △448 18,000 15,700 △12,407 

 歳     出     合     計 8,921,424 57,904 8,979,328 6,663 18,000 24,748 8,493 

一 般 財 源
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２　　歳　入

（款）  14. 国庫支出金  （項）   2. 国庫補助金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 総務費国庫補助金 113,344 1,904 115,248   1. 総務管理費補助金 1,904 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（法務省分)

（10/10）                                      2,772

デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ)

（1/2）                                      △5,400

新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金・

企画政策課分）（1/2）                          3,532

新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金・

商工観光課分）（1/2）                          1,000

  2. 民生費国庫補助金 282,654 777 283,431   1. 社会福祉費補助金 777 障害者総合支援事業費補助金（1/2）                   

　 　　計 599,426 2,681 602,107

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
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（款）  15. 県支出金  （項）   2. 県補助金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 総務費県補助金 1,027 2,250 3,277   1. 総務管理費補助金 2,250 さが暮らしスタート支援事業補助金（3/4）        1,500

未来につなぐさが移住支援事業補助金（3/4）        750

  7. 教育費県補助金 800 1,552 2,352   2. 小学校費補助金 1,506 別室における学校生活支援事業費補助金（2/3）         

  3. 中学校費補助金 46 部活動指導員活用事業費補助金（2/3）                 

　 　　計 212,859 3,802 216,661

（款）  15. 県支出金  （項）   3. 委託金

  1. 総務費委託金 27,957 180 28,137   4. 選挙費委託金 180 参議院議員選挙費委託金                              

　 　　計 27,987 180 28,167

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
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（款）  18. 繰入金  （項）   2. 基金繰入金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 財政調整基金繰入金 449,227 8,493 457,720   1. 財政調整基金繰入 8,493 財政調整基金繰入金                                  

金

  9. ふるさと応援寄附金基 1,154,600 11,800 1,166,400   1. ふるさと応援寄附 11,800 ふるさと応援寄附金基金繰入金                        

金繰入金 金基金繰入金

 12. 森林環境譲与税基金繰 6,400 500 6,900   1. 森林環境譲与税基 500 森林環境譲与税基金繰入金                            

入金 金繰入金

　 　　計 1,845,091 20,793 1,865,884

（款）  20. 諸収入  （項）   5. 雑入

  4. 雑入 99,827 12,448 112,275   2. 雑入 12,448 Ｂ＆Ｇ財団助成金                              11,500

地域支援事業委託金                               184

手話奉仕員養成研修事業市町負担金                 764

　 　　計 99,830 12,448 112,278

（款）  21. 町債  （項）   1. 町債

  5. 教育債 0 18,000 18,000   5. 保健体育債 18,000 体育施設整備事業債（脱炭素化推進事業）              

　 　　計 448,300 18,000 466,300

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明
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３　　歳　出

（款）   1. 議会費  （項）   1. 議会費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 議会費 88,003 △92 87,911 △92   3. 職員手当 △80 扶養手当                            △66

等

期末手当                            △14

  4. 共 済 費 △12 共済組合負担金                      △16

共済組合事務費                         1

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                     3

　 計 88,003 △92 87,911 △92

節

一般財源
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（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 一般管理費 373,735 22,819 396,554 22,819   2. 給    料 13,811 一般職給（30人→29人）            12,494

再任用職給（1人）                  1,317

  3. 職員手当 9,191 扶養手当                             684

等

住居手当                             324

通勤手当                             176

通勤手当（再任用職員）                42

管理職手当                           555

期末手当                           2,806

期末手当（再任用職員）               185

勤勉手当                           2,347

勤勉手当（再任用職員）               132

退職手当組合負担金                 1,940

  4. 共 済 費 △183 共済組合負担金                       958

共済組合負担金（再任用職員）         111

共済組合負担金（特別職）         △1,270

共済組合事務費                        13

共済組合事務費（再任用職員）           4

共済組合事務費（特別職）               1

節

一般財源
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（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  3. 文書広報費 16,405 0 16,405  10. 需 用 費 △741 消耗品費                                

 13. 使用料及 741 自治体実務解説サービスGuvGuide使用料    

び賃借料

  4. 企画財政管 890,633 10,840 901,473 2,950 5,300 2,590   1. 報    酬 △2,351 行政事務職員報酬（会計年度任用職員・4人

理費 →3人）                                 

  3. 職員手当 △890 期末手当（会計年度任用職員）       △484

等

勤勉手当（会計年度任用職員）       △406

  4. 共 済 費 △590 共済組合負担金（会計年度任用職員） △230

共済組合事務費（会計年度任用職員）   △5

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                  △42

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                   △313

節

一般財源
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（款）   2. 総務費  （項）   1. 総務管理費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

 10. 需 用 費 916 光熱水費                                

 13. 使用料及 579 ビジネスチャットツール利用料            

び賃借料

 17. 備品購入 1,310 ふるさと納税業務用備品                  

費

 18. 負担金補 11,866 移住定住促進事業補助金             7,700

助及び交

付金 さが暮らしスタート支援事業補助金   2,000

未来につなぐさが移住支援事業補助金 1,000

地域おこし協力隊員活動費等補助金   1,166

  8. 支所管理費 9,351 3 9,354 3   4. 共 済 費 3 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　 計 2,506,028 33,662 2,539,690 2,950 5,300 25,412

節

一般財源
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（款）   2. 総務費  （項）   2. 徴税費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 税務総務費 55,198 916 56,114 916   1. 報    酬 138 行政事務職員報酬（会計年度任用職員）    

  2. 給    料 341 一般職給                                

  3. 職員手当 363 扶養手当                             300

等

住居手当                           △324

通勤手当                             104

期末手当                             130

期末手当（会計年度任用職員）          28

勤勉手当                              57

勤勉手当（会計年度任用職員）          24

退職手当組合負担金                    44

  4. 共 済 費 74 共済組合負担金                        62

共済組合事務費                         2

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    10

　 計 104,823 916 105,739 916

節

一般財源
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（款）   2. 総務費  （項）   3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 戸籍住民基 63,888 1,118 65,006 2,772 △1,654   2. 給    料 △912 一般職給                                

本台帳費

  3. 職員手当 △553 通勤手当                            △86

等

期末手当                           △189

勤勉手当                           △159

退職手当組合負担金                 △119

  4. 共 済 費 △189 共済組合負担金                     △190

共済組合事務費                         1

 12. 委 託 料 2,772 戸籍総合システム改修委託料              

　 計 63,888 1,118 65,006 2,772 △1,654

（款）   2. 総務費  （項）   4. 選挙費

  4. 参議院議員 11,993 200 12,193 180 20  10. 需 用 費 200 消耗品費                                

選挙費

　 計 12,497 200 12,697 180 20

節

一般財源
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（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 社会福祉総 199,467 887 200,354 887   2. 給    料 128 一般職給（10人→11人）         

務費

  3. 職員手当 609 扶養手当                              63

等

住居手当                           △597

通勤手当                            △50

期末手当                             492

勤勉手当                             366

退職手当組合負担金                   335

  4. 共 済 費 147 共済組合負担金                       132

共済組合事務費                        15

 27. 繰 出 金 3 国民健康保険特別会計繰出金（事務費等）  

  4. 心身障害者 391,727 2,320 394,047 777 764 779  12. 委 託 料 2,377 障害者福祉サービス等システム改修委託料

福祉総務費                                    1,556

手話奉仕員養成研修事業委託料         821

 18. 負担金補 △57 手話奉仕員養成研修事業負担金            

助及び交

付金

節

一般財源
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（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  5. 国民年金費 9,656 132 9,788 132   2. 給    料 △50 一般職給                                

  3. 職員手当 196 扶養手当                            △84

等

住居手当                             270

期末手当                              25

勤勉手当                             △9

退職手当組合負担金                   △6

  4. 共 済 費 △14 共済組合負担金                      △15

共済組合事務費                         1

  7. 地域支援事 76,525 △1,128 75,397 184 △1,312   1. 報    酬 △157 ケアマネージャー報酬(会計年度任用職員)  

業費

  2. 給    料 △382 一般職給                                

  3. 職員手当 △766 扶養手当                           △204

等

期末手当                           △121

期末手当（会計年度任用職員）       △177

勤勉手当                            △66

勤勉手当（会計年度任用職員）       △149

退職手当組合負担金                  △49

節

一般財源

－ 20 －　　　



（款）   3. 民生費  （項）   1. 社会福祉費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  4. 共 済 費 △241 共済組合負担金                     △140

共済組合負担金（会計年度任用職員）  △57

共済組合事務費                         1

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                   △3

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                    △42

  8. 旅    費 24 費用弁償                                

 18. 負担金補 394 地域介護予防活動支援事業費補助金        

助及び交

付金

　 計 1,187,863 2,211 1,190,074 777 948 486

節

一般財源

－ 21 －　　　



（款）   3. 民生費  （項）   2. 児童福祉費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 児童福祉総 528,470 15,657 544,127 2,000 1,800 11,857   2. 給    料 5,667 一般職給（4人→5人）                    

務費

  3. 職員手当 4,045 扶養手当                              90

等

通勤手当                             130

管理職手当                           463

期末手当                           1,458

勤勉手当                           1,167

退職手当組合負担金                   737

  4. 共 済 費 1,988 共済組合負担金                     1,939

共済組合事務費                        13

共済組合事務費（会計年度任用職員）     1

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    35

  8. 旅    費 14 普通旅費                                

 10. 需 用 費 73 食 糧 費                                

 12. 委 託 料 3,870 木育キャラバン開催業務委託料       2,000

ウッドスタート事業委託料           1,870

  2. 児童福祉施 0 232 232 232  12. 委 託 料 232 児童福祉施設維持管理委託料              

設費

　 計 1,073,704 15,889 1,089,593 2,000 1,800 12,089

節

一般財源

－ 22 －　　　



（款）   4. 衛生費  （項）   1. 保健衛生費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 保健衛生総 91,567 △7,424 84,143 △7,424   2. 給    料 △3,998 一般職給（8人→7人）                    

務費

  3. 職員手当 △2,149 扶養手当                           △132

等

住居手当                            △12

通勤手当                             242

期末手当                           △964

勤勉手当                           △763

退職手当組合負担金                 △520

  4. 共 済 費 △1,277 共済組合負担金                   △1,273

共済組合事務費                       △7

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                     3

  4. 環境衛生費 141,321 △513 140,808 △513   1. 報    酬 2,476 行政事務職員報酬（会計年度任用職員･1人）

  2. 給    料 △2,438 一般職給（3人→2人）                    

節

一般財源

－ 23 －　　　



（款）   4. 衛生費  （項）   1. 保健衛生費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  3. 職員手当 △618 扶養手当                           △109

等

住居手当                           △204

通勤手当                            △24

期末手当                           △477

期末手当（会計年度任用職員）         484

勤勉手当                           △378

勤勉手当（会計年度任用職員）         407

退職手当組合負担金                 △317

  4. 共 済 費 43 共済組合負担金                     △536

共済組合負担金（会計年度任用職員）   221

共済組合事務費                      △10

共済組合事務費（会計年度任用職員）     5

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    50

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                     313

  8. 旅    費 24 費用弁償                                

　 計 545,586 △7,937 537,649 △7,937

節

一般財源

－ 24 －　　　



（款）   4. 衛生費  （項）   2. 清掃費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 塵芥処理費 245,509 3 245,512 3   4. 共 済 費 3 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　 計 322,329 3 322,332 3

節

一般財源

－ 25 －　　　



（款）   6. 農林水産業費  （項）   1. 農業費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 農業委員会 24,846 △189 24,657 △189   3. 職員手当 △179 扶養手当                           △145

費 等

期末手当                            △34

  4. 共 済 費 △10 共済組合負担金                      △14

共済組合事務費                         1

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                     3

  2. 農業総務費 37,978 646 38,624 646   2. 給    料 517 一般職給                                

  3. 職員手当 18 扶養手当                           △192

等

期末手当                              59

勤勉手当                              84

退職手当組合負担金                    67

  4. 共 済 費 111 共済組合負担金                       109

共済組合事務費                         2

  3. 農業振興費 83,469 3 83,472 3   4. 共 済 費 3 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

  7. 農地費 161,054 △6,529 154,525 △6,529   2. 給    料 △2,820 一般職給（3人→2人）             △4,576

再任用職給（1人）                  1,756

節

一般財源

－ 26 －　　　



（款）   6. 農林水産業費  （項）   1. 農業費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  3. 職員手当 △2,392 扶養手当                              36

等

通勤手当                           △179

時間外勤務手当（再任用職員）          19

期末手当                         △1,131

期末手当（再任用職員）               246

勤勉手当                           △919

勤勉手当（再任用職員）               176

退職手当組合負担金                 △640

  4. 共 済 費 △1,317 共済組合負担金                   △1,461

共済組合負担金（再任用職員）         149

共済組合事務費                       △9

共済組合事務費（再任用職員）           4

　 計 415,279 △6,069 409,210 △6,069

節

一般財源

－ 27 －　　　



（款）   6. 農林水産業費  （項）   2. 林業費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 林業総務費 14,523 △1,083 13,440 △1,083   2. 給    料 △325 一般職給                                

  3. 職員手当 △533 扶養手当                           △360

等

通勤手当                              85

期末手当                           △151

勤勉手当                            △64

退職手当組合負担金                  △43

  4. 共 済 費 △225 共済組合負担金                     △226

共済組合事務費                         1

  2. 林業振興費 27,071 △1,330 25,741 △2,568 △1,300 2,538  12. 委 託 料 △1,330 ウッドスタート事業委託料                

　 計 175,766 △2,413 173,353 △2,568 △1,300 1,455

節

一般財源

－ 28 －　　　



（款）   6. 農林水産業費  （項）   3. 水産業費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 水産業総務 70,662 2,358 73,020 2,300 58   3. 職員手当 △13 扶養手当                              12

費 等

通勤手当（再任用職員）              △27

期末手当                               2

  4. 共 済 費 △10 共済組合負担金                       △5

共済組合負担金（再任用職員）         △6

共済組合事務費                         1

 18. 負担金補 2,381 水産多面的機能発揮対策事業費補助金

助及び交                                  △1,197

付金

漁業継続対策補助金                 2,381

漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業費

補助金                             1,197

  2. 漁港建設費 3,805 2,081 5,886 2,081  13. 使用料及 2,081 重機借上料                              

び賃借料

　 計 74,467 4,439 78,906 2,300 2,139

節

一般財源

－ 29 －　　　



（款）   7. 商工費  （項）   1. 商工費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 商工総務費 94,417 △6,749 87,668 △6,749   1. 報    酬 2,118 行政事務職員報酬（会計年度任用職員･1人）

  2. 給    料 △5,467 一般職給（5人→4人）                    

  3. 職員手当 △2,346 扶養手当                            △66

等

期末手当                         △1,282

期末手当（会計年度任用職員）         423

勤勉手当                         △1,065

勤勉手当（会計年度任用職員）         355

退職手当組合負担金                 △711

  4. 共 済 費 △1,102 共済組合負担金                   △1,597

共済組合負担金（会計年度任用職員）   176

共済組合事務費                       △9

共済組合事務費（会計年度任用職員）     5

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    43

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                     280

  8. 旅    費 48 費用弁償                                

節

一般財源

－ 30 －　　　



（款）   7. 商工費  （項）   1. 商工費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  2. 商工業振興 18,506 2,130 20,636 2,130  14. 工事請負 2,130 特産品等振興施設高圧受電設備改修工事    

費 費

  3. 観光費 107,798 965 108,763 1,000 △35  10. 需 用 費 965 印刷製本費                           715

修 繕 料                             250

　 計 220,771 △3,654 217,117 1,000 △4,654

節

一般財源

－ 31 －　　　



（款）   8. 土木費  （項）   1. 土木管理費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 土木総務費 43,878 △624 43,254 △624   2. 給    料 △442 一般職給                                

  3. 職員手当 21 扶養手当                             163

等

住居手当                             255

通勤手当                           △137

期末手当                            △81

勤勉手当                           △121

退職手当組合負担金                  △58

  4. 共 済 費 △203 共済組合負担金                     △212

共済組合事務費                         2

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                     7

　 計 43,878 △624 43,254 △624

節

一般財源

－ 32 －　　　



（款）   8. 土木費  （項）   2. 道路橋梁費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 道路橋梁総 40,751 △3,708 37,043 △3,708   2. 給    料 △1,320 一般職給（2人→1人）             △3,076

務費

再任用職給（1人）                  1,756

  3. 職員手当 △1,503 扶養手当                           △102

等

時間外勤務手当（再任用職員）          29

期末手当                           △807

期末手当（再任用職員）               246

勤勉手当                           △617

勤勉手当（再任用職員）               194

退職手当組合負担金                 △446

  4. 共 済 費 △885 共済組合負担金                   △1,030

共済組合負担金（再任用職員）         150

共済組合事務費                       △9

共済組合事務費（再任用職員）           4

　 計 479,347 △3,708 475,639 △3,708

節

一般財源

－ 33 －　　　



（款）   9. 消防費  （項）   1. 消防費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  3. 消防施設費 4,408 2,283 6,691 2,283  10. 需 用 費 1,500 修 繕 料                                

 15. 原材料費 783 消防施設整備用材料                      

  4. 防災費 22,341 835 23,176 835  12. 委 託 料 835 防災行政無線システム改修委託料          

　 計 242,386 3,118 245,504 3,118

節

一般財源

－ 34 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  2. 事務局費 100,976 △88 100,888 △88   1. 報    酬 1,220 行政事務職員報酬（会計年度任用職員）  57

地域おこし協力隊員報酬（会計年度任用職員

・1人）                            1,163

  2. 給    料 △873 一般職給                                

  3. 職員手当 △659 扶養手当                           △426

等

通勤手当                              85

期末手当                           △288

期末手当（会計年度任用職員）         137

勤勉手当                           △168

勤勉手当（会計年度任用職員）         115

退職手当組合負担金                 △114

節

一般財源

－ 35 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   1. 教育総務費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  4. 共 済 費 △80 共済組合負担金                     △418

共済組合負担金（特別職）             △1

共済組合負担金（会計年度任用職員）   154

共済組合事務費                         2

共済組合事務費（特別職）               1

共済組合事務費（会計年度任用職員）     3

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    42

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                     137

  8. 旅    費 △50 費用弁償                                

 11. 役 務 費 354 手 数 料                                

　 計 102,355 △88 102,267 △88

節

一般財源

－ 36 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   2. 小学校費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 学校管理費 121,528 △1,217 120,311 1,506 △2,723   1. 報    酬 △539 学校業務員報酬（会計年度任用職員） △328

特別支援教育支援員報酬(会計年度任用職員)

　                                 △211

  3. 職員手当 △741 期末手当（会計年度任用職員）       △403

等

勤勉手当（会計年度任用職員）       △338

  4. 共 済 費 63 共済組合事務費（会計年度任用職員）     2

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    26

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                      35

  2. 教育振興費 24,858 800 25,658 800  17. 備品購入 800 小学校教材備品                          

費

　 計 146,386 △417 145,969 1,506 △1,923

節

一般財源

－ 37 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   3. 中学校費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 学校管理費 99,140 4,529 103,669 46 4,200 283   1. 報    酬 103 学校業務員報酬（会計年度任用職員）   138

特別支援教育支援員報酬(会計年度任用職員)

　                                  △35

  3. 職員手当 38 期末手当（会計年度任用職員）          21

等

勤勉手当（会計年度任用職員）          17

  4. 共 済 費 39 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    24

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                      15

  8. 旅    費 129 費用弁償                                

 14. 工事請負 4,220 学校施設整備改修事業                    

費

　 計 128,161 4,529 132,690 46 4,200 283

節

一般財源

－ 38 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   4. 社会教育費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 社会教育総 72,025 △12,893 59,132 △12,893   2. 給    料 △6,941 一般職給（9人→7人）                    

務費

  3. 職員手当 △3,691 扶養手当                           △238

等

住居手当                             270

通勤手当                           △125

期末手当                         △1,482

勤勉手当                         △1,213

退職手当組合負担金                 △903

  4. 共 済 費 △2,261 共済組合負担金                   △2,202

共済組合事務費                      △19

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                  △40

  2. 青少年育成 5,582 △2,073 3,509 △2,000 △73  10. 需 用 費 △73 食 糧 費                                

費

 12. 委 託 料 △2,000 木育キャラバン開催業務委託料            

  3. 公民館費 13,672 4 13,676 4   4. 共 済 費 4 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

節

一般財源

－ 39 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   4. 社会教育費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  5. 文化財保護 11,860 18 11,878 18   1. 報    酬 △68 行政事務職員報酬（会計年度任用職員）    

費

  3. 職員手当 △27 期末手当（会計年度任用職員）        △15

等

勤勉手当（会計年度任用職員）        △12

  4. 共 済 費 △38 共済組合負担金（会計年度任用職員）  △40

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                     5

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                     △3

  8. 旅    費 51 費用弁償                                

 17. 備品購入 100 歴史民俗資料館用備品                    

費

  6. 図書館費 50,311 105 50,416 105   1. 報    酬 △45 行政事務職員報酬（会計年度任用職員）    

  3. 職員手当 △18 期末手当（会計年度任用職員）        △10

等

勤勉手当（会計年度任用職員）         △8

  4. 共 済 費 △48 共済組合負担金（会計年度任用職員）  △72

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    14

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                      10

  8. 旅    費 155 費用弁償                                

 11. 役 務 費 61 手 数 料                                

　 計 162,410 △14,839 147,571 △2,000 △12,839

節

一般財源

－ 40 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   5. 保健体育費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 保健体育総 27,677 △4,772 22,905 △4,772   1. 報    酬 △3,066 行政事務職員報酬（会計年度任用職員・3人

務費 →2人）                                 

  3. 職員手当 △1,141 期末手当（会計年度任用職員）       △620

等

勤勉手当（会計年度任用職員）       △521

  4. 共 済 費 △817 共済組合負担金（会計年度任用職員） △356

共済組合事務費（会計年度任用職員）   △5

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                  △51

社会保険料（その他・会計年度任用職員）

                                   △405

  8. 旅    費 △48 費用弁償                                

 18. 負担金補 300 スポーツ協会補助金                      

助及び交

付金

節

一般財源

－ 41 －　　　



（款）  10. 教育費  （項）   5. 保健体育費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  2. 体育施設費 41,756 31,990 73,746 18,000 11,500 2,490  14. 工事請負 30,000 Ｂ＆Ｇ海洋センター運動広場ナイター照明改

費 修工事                                  

 17. 備品購入 1,670 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館用備品     1,110

費

Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫用備品         560

 18. 負担金補 320 Ｂ＆Ｇ財団活動器材配備負担金            

助及び交

付金

  3. 学校給食費 106,177 4,442 110,619 4,442   2. 給    料 1,309 一般職給                                

  3. 職員手当 755 扶養手当                            △42

等

通勤手当                              71

期末手当                             305

勤勉手当                             251

退職手当組合負担金                   170

  4. 共 済 費 475 共済組合負担金                       432

共済組合事務費                         1

社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　                                    42

 10. 需 用 費 1,903 修 繕 料                                

　 計 175,610 31,660 207,270 18,000 11,500 2,160

節

一般財源

－ 42 －　　　



１　　特　別　職

報　　　酬 給　　　料 そ の 他 計

の 手 当

長等 3 23,448 7,754 (3.45) 7,087 38,289 2,516 40,805

議員 11 34,128 11,284 (3.45) 45,412 9,042 54,454

その他 849 35,587 35,587 35,587

計 863 69,715 23,448 19,038 7,087 119,288 11,558 130,846

長等 3 23,448 7,754 (3.45) 7,087 38,289 3,785 42,074

議員 11 34,128 11,284 (3.45) 45,412 9,042 54,454

その他 849 35,587 35,587 35,587

計 863 69,715 23,448 19,038 7,087 119,288 12,827 132,115

長等 △ 1,269 △ 1,269

議員

その他

計 △ 1,269 △ 1,269

　補正予算給与費明細書

（単位 ： 千円）

区　　　　　分 職員数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

共　済　費 合　　　計期　　末　　手　　当 備　　　　　　考

年間支給率（月分）

補正後

補正前

比　較

－ 43 －　　　



２　　一　般　職

（１）　総　括

報　　　酬 報　　　酬 職員手当 計

補 正 後
104

(8７) ［6］
195,443 408,195 345,615 949,253 174,575 1,123,828

補 正 前
110

(86) ［3］
195,614 412,390 348,678 956,682 179,855 1,136,537

比 較
△6

（1）［3］
△ 171 △ 4,195 △ 3,063 △ 7,429 △ 5,280 △ 12,709

区 分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 管理職手当 通 勤 手 当

職 員 手 当
補 正 後 14,441 131,135 107,536 4,161 8,290 4,924

の 内 訳
補 正 前 15,259 132,818 108,820 4,179 7,272 4,617

比 較 △ 818 △ 1,683 △ 1,284 △ 18 1,018 307

区 分 特 勤 手 当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

職 員 手 当
補 正 後 21,922 141 414 52,651

の 内 訳
補 正 前 21,874 141 414 53,284

比 較 48 0 0 △ 633

（　）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書きしたもの

[   ]内は再任用職員を外書きしたもの

区　　　　分 職　員　数
給　　　　与　　　　費

共 　済 　費 合　　　計 備　　　　考

（単位 ：人 、千円）

－ 44 －　　　



ア　会計年度任用職員以外の職員

報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

104 397,570 271,143 668,713 124,789 793,502

［6］ ［10,625］ ［2,482］ ［13,107］ ［1,697］ ［14,804］

110 406,594 274,316 680,910 130,498 811,408

［3］ ［5,796］ ［1,240］ ［7,036］ ［1,281］ ［8,317］

△ 6 △ 9,024 △ 3,173 △ 12,197 △ 5,709 △ 17,906

［3］ ［4,829］ ［1,242］ ［6,071］ ［416］ ［6,487］

区 分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 管理職手当 通 勤 手 当

14,441 90,660 73,681 4,161 8,290 4,858
職 員 手 当 ［0］ ［1,354］ ［986］ ［0］ ［0］ ［66］

15,259 92,404 74,951 4,179 7,272 4,566

の 内 訳 ［0］ ［677］ ［484］ ［0］ ［0］ ［51］

△ 818 △ 1,744 △ 1,270 △ 18 1,018 292

［0］ ［677］ ［502］ ［0］ ［0］ ［15］

区 分 特 勤 手 当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

21,846 141 414 52,651
職 員 手 当 ［76］ ［0］ ［0］ ［0］

21,846 141 414 53,284

の 内 訳 ［28］ ［0］ ［0］ ［0］

0 0 0 △ 633

［48］ ［0］ ［0］ ［0］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　　］内は再任用職員を外書きしたもの　　　

再任用職員の職員数については、延べ人数で表示している（実人数は6人）

［　　］内は再任用職員を外書きしたもの　　　

比 較

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

補 正 後

補 正 前

（単位 ：人 、千円）

区　　　　分 職　員　数
給　　　　与　　　　費

共 　済 　費 合　　　計 備　　　　考

－ 45 －　　　



イ　会計年度任用職員

報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

補 正 後 (87) 　0 195,443 71,990 267,433 48,089 315,522

補 正 前 (86) 　0 195,614 73,122 268,736 48,076 316,812

比 較  (1)    0 △ 171 △ 1,132 △ 1,303 13 △ 1,290

区 分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 管理職手当 通 勤 手 当
職 員 手 当 補 正 後 39,121 32,869

の 内 訳 補 正 前 39,737 33,385

比 較 △ 616 △ 516

区 分 特 勤 手 当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

職 員 手 当 補 正 後

の 内 訳 補 正 前

比 較

（　）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書きしたもの　　

会計年度任用職員の職員数については、延べ人数で表示している（実人数は83人）

合　　　計 備　　　　考

（単位 ：人 、千円）

区　　　　分 職　員　数
給　　　　与　　　　費

共 　済 　費

－ 46 －　　　



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

△ 9,024

［4,829］

扶養手当 810 ［0］

扶養手当 △ 1,628 ［0］

期末手当 △ 1,744 ［677］

勤勉手当 △ 1,270 ［502］

住居手当 △ 18 ［0］

管理職手当 1,018 ［0］

通勤手当 292 ［15］

時間外勤務手当 0 ［48］

退職手当組合負担金 △ 633 ［0］

昇 給 に 伴 う 増 加 分

増減事由別内訳 説　　　　　　　　　　明

給 料

［　　］内は再任用職員を外書きしたもの　　　

△ 3,983
［1,242］

△ 3,173
［1,242］職 員 手 当

810
［0］

（単位 ： 千円）

備　　　　　　　　　　考区 分 増　減　額

そ の 他 の 増 減 分

制度改正に伴う増減分

そ の 他 の 増 減 分

△ 9,024
［4,829］

－ 47 －　　　



（単位：千円）

補　正　前 4,409,591 4,152,129 442,200 515,337 4,078,992

1. 普　　通　　債 補　　　正 0 △ 24,000 58,400 0 34,400

補　正　後 4,409,591 4,128,129 500,600 515,337 4,113,392

補　正　前 64,375 47,901 0 14,255 33,646

(4) 農 林 水 産 補　　　正 16,399 16,399

補　正　後 64,375 64,300 0 14,255 50,045

補　正　前 98,429 81,620 0 16,940 64,680

(8) 教 育 補　　　正 18,000 18,000

補　正　後 98,429 81,620 18,000 16,940 82,680

補　正　前 3,312,603 3,149,979 404,400 377,082 3,177,297

(9) そ の 他 補　　　正 0 △ 40,399 40,400 0 1

補　正　後 3,312,603 3,109,580 444,800 377,082 3,177,298

補　正　前 1,758,550 1,762,594 404,400 211,028 1,955,966

うち過疎対策事業債 補　　　正 △ 40,399 40,400 1

補　正　後 1,758,550 1,722,195 444,800 211,028 1,955,967

補　正　前 69,445 59,795 6,100 9,781 56,114

2. 災 害 復 旧 債 補　　　正 0 △ 100 0 0 △ 100

補　正　後 69,445 59,695 6,100 9,781 56,014

補　正　前 6,989 6,053 0 1,148 4,905

(1) 農 林 水 産 補　　　正 △ 100 △ 100

補　正　後 6,989 5,953 0 1,148 4,805

補　正　前 4,479,036 4,211,924 448,300 525,118 4,135,106

補　　　正 0 △ 24,100 58,400 0 34,300

補　正　後 4,479,036 4,187,824 506,700 525,118 4,169,406

合　　　　計

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　　分
前 々 年 度 末
現 在 高

前 年 度 末
現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込
当 該 年 度 末
現在高見込額当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
当 該 年 度 中
元金償還見込額

－ 48 －　　　



 

議案第４１号 

 

令和７年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

令和７年度太良町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ１，４２２，００３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和７年６月６日提出 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

－ 国保1 －　　　



第１表   歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 10. 繰入金 １４８，６２５ ３ １４８，６２８

  1. 他会計繰入金 ９８，６２５ ３ ９８，６２８

歳               入               合               計 １，４２２，０００ ３ １，４２２，００３

－ 国保2 －　　　



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  1. 総務費 ３２，９５９ ３ ３２，９６２

  1. 総務管理費 ２７，６０３ ３ ２７，６０６

  6. 保健事業費 ２３，９４１ ４ ２３，９４５

  1. 特定健康診査等事業費 ２１，６５０ ４ ２１，６５４

 10. 予備費 １９，３７０ △４ １９，３６６

  1. 予備費 １９，３７０ △４ １９，３６６

歳               出               合               計 １，４２２，０００ ３ １，４２２，００３

－ 国保3 －　　　



歳入歳出補正予算事項別明細書

１　　総 　括

 （歳　入） (単位：千円)

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 備　　　　　　考

 10. 繰入金 １４８，６２５ ３ １４８，６２８

   歳    入    合    計 １，４２２，０００ ３ １，４２２，００３

－ 国保4 －　　　



 （歳　出） (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 総務費 32,959 3 32,962   3  

  6. 保健事業費 23,941 4 23,945    4 

 10. 予備費 19,370 △4 19,366    △4 

 歳     出     合     計 1,422,000 3 1,422,003   3  

一 般 財 源

－ 国保5 －　　　



２　　歳　入

（款）  10. 繰入金  （項）   1. 他会計繰入金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 一般会計繰入金 98,625 3 98,628   4. 事務費等繰入金 3 事務費等繰入金                                      

　 　　計 98,625 3 98,628

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

－ 国保6 －　　　



３　　歳　出

（款）   1. 総務費  （項）   1. 総務管理費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  1. 一般管理費 26,433 3 26,436 3   4. 共 済 費 3 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

　 計 27,603 3 27,606 3

（款）   6. 保健事業費  （項）   1. 特定健康診査等事業費

  1. 特定健康診 21,650 4 21,654 4   4. 共 済 費 4 社会保険料(雇用保険料・会計年度任用職員)

査等事業費

　 計 21,650 4 21,654 4

（款）  10. 予備費  （項）   1. 予備費

  1. 予備費 19,370 △4 19,366 △4

　 計 19,370 △4 19,366 △4

節

一般財源

－ 国保7 －　　　



２　　一　般　職

（１）　総　括

報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

補 正 後 （2）　0 5,108 1,872 6,980 1,267 8,247

補 正 前 （2）　0 5,108 1,872 6,980 1,260 8,240

比 較 （0）　0 0 0 0 7 7

区 分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 管理職手当 通 勤 手 当

職 員 手 当
補 正 後 1,017 855

の 内 訳
補 正 前 1,017 855

比 較 0 0

区 分 特 勤 手 当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

職 員 手 当
補 正 後

の 内 訳
補 正 前

比 較

（　）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書きしたもの

補正予算給与費明細書

区　　　　分 職　員　数
給　　　　与　　　　費

共 　済 　費 合　　　計 備　　　　考

（単位 ：人 、千円）

－ 国保8 －　　　



ア　会計年度任用職員

報　　　酬 給　　　料 職員手当 計

補 正 後 (2)　0 5,108 1,872 6,980 1,267 8,247

補 正 前 (2)　0 5,108 1,872 6,980 1,260 8,240

比 較 (0)　0 0 0 0 7 7

区 分 扶 養 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 管理職手当 通 勤 手 当

職 員 手 当 補 正 後 1,017 855

の 内 訳 補 正 前 1,017 855

比 較 0 0

区 分 特 勤 手 当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

職 員 手 当 補 正 後

の 内 訳 補 正 前

比 較

会計年度任用職員の職員数については、延べ人数で表示している（実人数は２人）

（　　）内はパートタイムの会計年度任用職員を外書きしたもの　　

区　　　　分 職　員　数
給　　　　与　　　　費

共 　済 　費 合　　　計 備　　　　考

（単位 ：人 、千円）

－ 国保9 －　　　



　（総則）

　（収益的収入及び支出）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

令和７年６月６日提出

太良町長  永　淵　孝　幸

        第４項 予    備    費 1,971千円 △63千円 1,908千円　

第３条　予算第６条（１）中「7,274千円」を「7,337千円」に改める。

      第１款 漁業集落排水事業費用 50,500千円 0千円 50,500千円　

        第１項 営　業　費　用 45,959千円 63千円 46,022千円　

議案第４２号

令和７年度太良町漁業集落排水事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７年度太良町漁業集落排水事業会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。

第２条　令和７年度太良町漁業集落排水事業会計予算(以下「予算」という。)第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

 支 　出 

(科        目) (既決予定額) (補正予定額) (　　計　　)　

－ 漁排1 －　　　



収  益  的  収  入  及  び  支  出

支              出 (単位：千円)

令和  7 年度 太良町漁業集落排水事業会計予算実施計画書

款 項 目 補 正 額 説                    明補正前の額 計

1
漁業集落排水事
業費用

050,500 50,500

1営業費用 6345,959 46,022

4総係費 639,627 9,690

4予備費 △631,971 1,908

1予備費 △631,971 1,908

0収  益  的  支  出  合  計 50,500 50,500

－ 漁排2 －　　　



( 単位:千円 ）（ 支   出 ）
収  益  的  収  入  及  び  支  出

令和  7 年度 太良町漁業集落排水事業会計補正予算説明書

款・項 目 節 金額 説　　　　　　　明補 正 額 計補正前額

漁業集落排水事
業費用 50,500 0 50,500
1

営業費用
45,959 63 46,022

1

総係費
9,627 63 9,690

4

51手当等2 扶養手当                               36

期末手当                               15

2賞与引当金繰入
額
3 期末手当分

10法定福利費5 職員共済費                              9

共済組合事務費                          1

予備費
1,971 △63 1,908

4

予備費
1,971 △63 1,908

1

△63予備費1

50,500 0 50,500収 益 的 支 出 合 計

－ 漁排3 －　　　



特 別 職 一 般 職 報　 酬 給 　料 手　 当 計

1 3,626 2,618 6,244 1,093 7,337

1 3,626 2,618 6,244 1,093 7,337

1 3,626 2,565 6,191 1,083 7,274

1 3,626 2,565 6,191 1,083 7,274

0 0 53 53 10 63

0 0 53 53 10 63

区　分 扶 養 手 当 管理職手当 期末勤勉手当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金 住 居 手 当 合　 計

補正後 276  1,530 340 472  2,618

補正前 240 1,513 340 472  2,565

比　較 36  17 0 0  53

手 当 の
内　  訳

補
正
後

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補
正
前

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

１．総　　括                                                                                ( 単位　千円）

比
　
較

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補正予算給与費明細書

(単位：人、千円)

区　　　　分
職　員　数 給　　与　　費 法　  定

福 利 費
合　 計

－ 漁排4 －　　　



２．　給料及び職員手当の増減額の明細

扶養手当 36

期末手当 15

賞与引当金繰入額 2

（単位 ： 千円）

区 分 増　減　額 増減事由別内訳 説　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　　　　考

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0給 料 0

職 員 手 当 53

制度改正に伴う増減分 53

そ の 他 の 増 減 分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

給与改定に伴う増減分 0

－ 漁排5 －　　　



　（総則）

　（収益的収入及び支出）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

      第１款 事　　業　　費 105,200千円 0千円 105,200千円　

6,585千円　

        第１項 営　業　費　用 96,335千円 123千円 96,458千円　

太良町長  永　淵　孝　幸

        第４項 予    備    費 6,708千円 △123千円

第３条　予算第６条（１）中「21,908千円」を「22,031千円」に改める。

令和７年６月６日提出

議案第４３号

令和７年度太良町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７年度太良町簡易水道事業会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。

第２条　令和７年度太良町簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

 支 　出 

(科        目) (既決予定額) (補正予定額) (　　計　　)　

－ 簡水1 －　　　



収  益  的  収  入  及  び  支  出

支              出 (単位：千円)

令和  7 年度 太良町簡易水道事業会計予算実施計画書　

款 項 目 補 正 額 説                    明補正前の額 計

1事業費 0105,200 105,200

1営業費用 12396,335 96,458

2配水及び給水費 11730,148 30,265

4総係費 613,048 13,054

4予備費 △1236,708 6,585

1予備費 △1236,708 6,585

0収  益  的  支  出  合  計 105,200 105,200

－ 簡水2 －　　　



( 単位:千円 ）（ 支   出 ）
収  益  的  収  入  及  び  支  出

令和  7 年度 太良町簡易水道事業会計補正予算説明書

款・項 目 節 金額 説　　　　　　　明補 正 額 計補正前額

事業費
105,200 0 105,200

1

営業費用
96,335 123 96,458

1

配水及び給水費
30,148 117 30,265

2

93手当等2 扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　△6

期末手当　　　　 　　　　　　　　　　　39

勤勉手当                               60

24法定福利費4 職員共済費                             22

共済組合事務費                          2

総係費
13,048 6 13,054

4

6法定福利費4 職員共済費                              5

共済組合事務費                      　  1

予備費
6,708 △123 6,585

4

－ 簡水3 －　　　



( 単位:千円 ）

款・項 目 節 金額 説　　　　　　　明補 正 額 計補正前額

予備費
6,708 △123 6,585

1

△123予備費1

105,200 0 105,200収 益 的 支 出 合 計

－ 簡水4 －　　　



特 別 職 一 般 職 報　 酬 給 　料 手　 当 計

5 3 40 11,061 7,506 18,607 3,424 22,031

5 3 40 11,061 7,506 18,607 3,424 22,031

5 3 40 11,061 7,413 18,514 3,394 21,908

5 3 40 11,061 7,413 18,514 3,394 21,908

0 0 0 0 93 93 30 123

0 0 0 0 93 93 30 123

区　分 扶 養 手 当 管理職手当 期末勤勉手当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金 住 居 手 当 合　 計

補正後 312  4,588 161 700 1,439 306 7,506

補正前 318  4,489 161 700 1,439 306 7,413

比　較 △ 6  99 0 0 0 0 93

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

給　与　費　明　細　書

１．総　　括 (単位：人、千円)

区　　　　分
職　員　数 給　　与　　費 法　  定

福 利 費
合　 計

比
　
較

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

手 当 の
内　  訳

補
正
後

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補
正
前

－ 簡水5 －　　　



２．　給料及び職員手当の増減額の明細

扶養手当 △ 6

期末手当 △ 1

期末手当 40

勤勉手当 60

（単位 ： 千円）

区 分 増　減　額 増減事由別内訳 説　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　　　　考

給 料 0

給与改定に伴う増減分 0

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0

そ の 他 の 増 減 分 0

職 員 手 当 93

制度改正に伴う増減分 △ 7

そ の 他 の 増 減 分 100

－ 簡水6 －　　　



　（総則）

　（収益的収入及び支出）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

 

議案第４４号

令和７年度太良町水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和７年度太良町水道事業会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。

第２条　令和７年度太良町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

 支 　出 

(科        目) (既決予定額) (補正予定額) (　　計　　)　

      第１款 事　　業　　費 52,100千円 0千円 52,100千円　

        第１項 営　業　費　用 47,005千円 △95千円 46,910千円　

  令和７年６月６日提出

  太良町長  永　淵　孝　幸

        第４項 予    備    費 3,027千円 95千円 3,122千円　

第３条　予算第５条（１）中「13,367千円」を「13,272千円」に改める。

－ 水道1 －　　　



収  益  的  収  入  及  び  支  出

支              出 (単位：千円)

令和  7 年度 太良町水道事業会計予算実施計画書　

款 項 目 補 正 額 説                    明補正前の額 計

1事業費 052,100 52,100

1営業費用 △9547,005 46,910

2配水及び給水費 △8919,163 19,074

4総係費 △610,316 10,310

4予備費 953,027 3,122

1予備費 953,027 3,122

0収  益  的  支  出  合  計 52,100 52,100

－ 水道2 －　　　



( 単位:千円 ）（ 支   出 ）
収  益  的  収  入  及  び  支  出

令和  7 年度 太良町水道事業会計補正予算説明書

款・項 目 節 金額 説　　　　　　　明補 正 額 計補正前額

事業費
52,100 0 52,100

1

営業費用
47,005 △95 46,910

1

配水及び給水費
19,163 △89 19,074

2

△74手当等2 期末手当                             △40

勤勉手当　　　　　　 　　　　　　　　△34

△15法定福利費4 職員共済費                           △16

共済組合事務費                          1

総係費
10,316 △6 10,310

4

△1賞与引当金繰入
額
3 法定福利費（期末・勤勉手当分）

△5法定福利費4 職員共済費　　　　　　　　　　　　　　△6

共済組合事務費　　　　　　　　　　　　　1

予備費
3,027 95 3,122

4

－ 水道3 －　　　



( 単位:千円 ）

款・項 目 節 金額 説　　　　　　　明補 正 額 計補正前額

予備費
3,027 95 3,122

1

95予備費1

52,100 0 52,100収 益 的 支 出 合 計

－ 水道4 －　　　



特 別 職 一 般 職 報　 酬 給 　料 手　 当 計

2 6,911 4,370 11,281 1,991 13,272

2 6,911 4,370 11,281 1,991 13,272

2 6,911 4,444 11,355 2,012 13,367

2 6,911 4,444 11,355 2,012 13,367

0 0 △ 74 △ 74 △ 21 △ 95

0 0 △ 74 △ 74 △ 21 △ 95

区　分 扶 養 手 当 管理職手当 期末勤勉手当 通 勤 手 当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金 住 居 手 当 合　 計

補正後  2,661 110 700 899  4,370

補正前  2,735 110 700 899  4,444

比　較  △ 74 0 0 0  △ 74

手 当 の
内　  訳

補
正
後

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補
正
前

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

１．総　　括                                                                                ( 単位　千円）

比
　
較

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補正予算給与費明細書

(単位：人、千円)

区　　　　分
職　員　数 給　　与　　費 法　  定

福 利 費
合　 計

－ 水道5 －　　　



２．　給料及び職員手当の増減額の明細

期末手当 △ 40

勤勉手当 △ 34

（単位 ： 千円）

区 分 増　減　額 増減事由別内訳 説　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　　　　考

昇 給 に 伴 う 増 加 分 0給 料 0

職 員 手 当 △ 74

制度改正に伴う増減分 0

そ の 他 の 増 減 分 △ 74

そ の 他 の 増 減 分 0

給与改定に伴う増減分 0

－ 水道6 －　　　
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議案第４５号 

 

太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定したいので、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月１３日提出 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

 

（提案理由） 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に

ついて、所要の改正をしたいので、この案を提出する。 
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（別紙） 

 

太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

太良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和57

年条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 

別表選挙長の項中「10,800円」を「12,200円」に改め、同表投票所の投票管理

者の項中「12,800円」を「14,500円」に改め、同表期日前投票所の投票管理者の

項中「11,300円」を「12,800円」に改め、同表開票管理者の項中「10,800円」

を「12,200円」に改め、同表投票所の投票立会人の項中「10,900円」を「12,400

円」に改め、同表期日前投票所の投票立会人の項中「9,600円」を「10,900円」

に改め、同表開票立会人の項中「8,900円」を「10,100円」に改め、同表選挙立

会人の項中「8,900円」を「10,100円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

議案第４６号 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第３号） 

 

令和７年度太良町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 

歳入歳出それぞれ８，９７９，４２８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和７年６月１３日提出 

太良町長 永 淵 孝 幸 

 

－ 1 －　　　



第１表   歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

 15. 県支出金 ５０２，７５８ ９０ ５０２，８４８

  3. 委託金 ２８，１６７ ９０ ２８，２５７

 18. 繰入金 １，８６５，８８６ １０ １，８６５，８９６

  2. 基金繰入金 １，８６５，８８４ １０ １，８６５，８９４

歳               入               合               計 ８，９７９，３２８ １００ ８，９７９，４２８

－ 2 －　　　



歳　出
(単位：千円)

款 項 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  2. 総務費 ２，７２９，３８６ １００ ２，７２９，４８６

  4. 選挙費 １２，６９７ １００ １２，７９７

歳               出               合               計 ８，９７９，３２８ １００ ８，９７９，４２８

－ 3 －　　　



歳入歳出補正予算事項別明細書

１　　総 　括

 （歳　入） (単位：千円)

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 備　　　　　　考

 15. 県支出金 ５０２，７５８ ９０ ５０２，８４８

 18. 繰入金 １，８６５，８８６ １０ １，８６５，８９６

   歳    入    合    計 ８，９７９，３２８ １００ ８，９７９，４２８

－ 4 －　　　



 （歳　出） (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  2. 総務費 2,729,386 100 2,729,486 90   10 

 歳     出     合     計 8,979,328 100 8,979,428 90   10 

一 般 財 源

－ 5 －　　　



２　　歳　入

（款）  15. 県支出金  （項）   3. 委託金

(単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 総務費委託金 28,137 90 28,227   4. 選挙費委託金 90 参議院議員選挙費委託金                              

　 　　計 28,167 90 28,257

（款）  18. 繰入金  （項）   2. 基金繰入金

  1. 財政調整基金繰入金 457,720 10 457,730   1. 財政調整基金繰入 10 財政調整基金繰入金                                  

金

　 　　計 1,865,884 10 1,865,894

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

－ 6 －　　　



３　　歳　出

（款）   2. 総務費  （項）   4. 選挙費

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区　　分 金　額

  4. 参議院議員 12,193 100 12,293 90 10   1. 報    酬 100 投票管理者等報酬         

選挙費

　 計 12,697 100 12,797 90 10

節

一般財源

－ 7 －　　　



１　　特　別　職

報　　　酬 給　　　料 そ の 他 計

の 手 当

長等 3 23,448 7,754 (3.45) 7,087 38,289 2,516 40,805

議員 11 34,128 11,284 (3.45) 45,412 9,042 54,454

その他 849 35,687 35,687 35,687

計 863 69,815 23,448 19,038 7,087 119,388 11,558 130,946

長等 3 23,448 7,754 (3.45) 7,087 38,289 2,516 40,805

議員 11 34,128 11,284 (3.45) 45,412 9,042 54,454

その他 849 35,587 35,587 35,587

計 863 69,715 23,448 19,038 7,087 119,288 11,558 130,846

長等

議員

その他 100 100 100

計 100 100 100

補正後

補正前

比　較

　補正予算給与費明細書

（単位 ： 千円）

区　　　　　分 職員数

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

共　済　費 合　　　計期　　末　　手　　当 備　　　　　　考

年間支給率（月分）

－ 8 －　　　


